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市では、市の広報紙、ホームページに掲載する広告を募集しています。詳しくは、秘書政策課広報報道担当☎0940（36）1055まで

お知らせ

　
正
式
名
称
は
、「
障
害

を
理
由
と
す
る
差
別
の
解

消
の
推
進
に
関
す
る
法

律
」
と
い
い
ま
す
。
障
が

い
の
あ
る
人
も
な
い
人

も
、
互
い
に
そ
の
人
ら
し

さ
を
認
め
合
い
な
が
ら
、

共
に
生
き
る
社
会
を
つ
く

る
こ
と
を
目
指
し
、
今
年

４
月
１
日
に
施
行
さ
れ
ま

し
た
。

12
月
３
日
（
土
）
〜
同
９
日
（
金
）
は

「
障
害
者
週
間
」

障
害
者
差
別
解
消
法

　
こ
の
週
間
は
、
国
民
が
障

が
い
者
福
祉
に
関
心
と
理
解

を
深
め
、
障
が
い
の
あ
る
人

が
社
会
、
経
済
、
文
化
な
ど

の
活
動
に
積
極
的
に
参
加
す

る
意
欲
を
高
め
る
こ
と
を
目

的
と
し
て
定
め
ら
れ
て
い
ま

す
。

　
障
が
い
の
有
無
に
か
か
わ

ら
ず
、
障
が
い
の
あ
る
人
に

つ
い
て
知
り
、
身
近
な
こ
と

と
し
て
考
え
て
み
ま
し
ょ

う
。

●
内
容
　
ス
モ
ー
ル
オ
フ
ィ

ス
（
事
務
ス
ペ
ー
ス
）
を
利

用
す
る
市
民
活
動
団
体
を
募

集
。
１
部
屋
を
11
ブ
ー
ス
に

区
切
り
、
専
用
の
事
務
机
、

椅
子
、
キ
ャ
ビ
ネ
ッ
ト
と
共

有
打
ち
合
わ
せ
ス
ペ
ー
ス
を

整
備
。
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の

使
用
は
無
料
で
、
個
別
に
契

約
す
れ
ば
電
話
も
設
置
可
。

利
用
は
書
類
審
査
で
決
定

●
利
用
期
間
　
平
成
29
年
４
月

１
日
（
土
）
～
平
成
30
年
３

月
31
日
（
土
）

＊
更
新
可

●
利
用
料
　
月
額
２
４
０
０
円

／
１
区
画

＊
１
区
画
を
複
数
の
団
体
で
共

同
使
用
可

＊
３
年
度
を
超
え
て
利
用
す
る

地島で放課後学習支援事業

「ブリッジ」が
スタートしました

　市では、福岡教
育大学と地島のみ
なさんの協力で、
地島の小・中学生
の基礎学力向上を
目的に、放課後の
学習支援を始めま
した。
　小学生は学校の
授業が終わって、
中学生は島に戻っ
て来てから、この学習会に参加しています。指導は、同大学の
学生ボランティアです。
　参加した子どもたちは、普段接することのない大学生と学習
に楽しくチャレンジ。大学生は、宿泊を伴うため、子どもたち
をはじめ島の人たちとのコミュニケーションを図りながら学習
の支援を行っています。
　地域やさまざまな機関の協力で、金曜の夜、学習の明かりが
島にともっています。
＊「ブリッジ」とは、市内の学校で行われる放課後学習の名称。
小・中学校と地域、福岡教育大学の「架け橋」となるよう願
いを込めています。現在、他の小・中学校でも実施を進めて
います
■問い合わせ先　教育政策課　☎（36）5099

団
体
は
、
別
途
、
２
４
０
０

円
の
追
加
料
金
必
要
（
共
同

使
用
の
場
合
は
団
体
ご
と

に
）

●
応
募
要
件
　
主
に
市
内
で

活
動
す
る
非
営
利
の
市
民

活
動
団
体
で
、
事
前
に
メ

イ
ト
ム
宗
像
ＨＰhttp://

kouryuukan.com

に
登

録
し
た
団
体

●
申
込
期
間
　
12
月
１
日（
木
）

～
同
28
日
（
水
）

●
申
込
方
法
　
メ
イ
ト
ム
宗
像

に
設
置
の
ス
モ
ー
ル
オ
フ
ィ

ス
利
用
許
可
申
請
書
を

▽
郵
送
＝
〒
８
１
１
・
３
４
３

７
／
久
原
１
８
０
／
コ
ミ
ュ

ニ
テ
ィ
協
働
推
進
課
政
策
係

（
メ
イ
ト
ム
宗
像
内
）

▽
窓
口

■
問
い
合
わ
せ
先

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
協
働
推
進
課

政
策
係
（
メ
イ
ト
ム
宗
像
）

☎
（
36
）
０
３
１
１

夢 広がる 人権のまちに

【期間】12月９日（金）～同11日（日）9:00～17:00
【場所】宗像ユリックス・イベントホール前ロビー

　市民のみなさんに、人権についてさらに関心を高めてもらおうと、「人
権啓発作品展」を開催します。
　市内全小・中学校の児童生徒から募集した ｢人権ポスター｣ ｢人権標語｣、
障がいのある人が描いた絵画や写真などの作品展です。
　これらを通して、私たちが人権を尊重する意欲、態度、行動を習慣化し、
より日常化できるようになればと願っています。

12月１日（木）～同20日（火）は市人権問題啓発強調期間

　同期間は、12月４日～同10日の世
界人権週間、同10日の世界人権デー
に合わせたもので、「基本的人権」を
保障していこうと、県内各地でも各
種事業が実施されています。
　私たちの周りには、今なお、社会
生活の場面で偏見や差別が存在して
います。
　市では、全ての市民が、かけがえ
のない存在として互いに人権を尊重
し合う、差別のない元気な住みよい

まちの実現を目指しています。真に
住みやすいまちとは、施設、設備の
充実もありますが、一人一人の人権
が大切にされるまちです。そのため
には、私たちが人権尊重の精神を持っ
て生活することが大切です。
　人権を正しく学ぶことは、自分の
生き方を豊かにすることにつながり
ます。
■問い合わせ先
　人権対策課　☎（36）1270

大学生と一緒に児童たちは
生き生きと学んでいます

人権啓発作品展

関連イベント

【県人権週間講演会】
●日時　12月10日（土）
▽受付＝12:20
▽実施＝13:15～16:00
●会場　クローバープラザ・大ホール（春日市原町３ー１ー７）
●内容　講演「わたしたちの中のハンセン病問題」他
■問い合わせ先
　県人権啓発情報センター　☎092（584）1271
【北朝鮮人権侵害問題啓発週間】
●日時　12月10日（土）～同19日（月）

【
不
当
な
差
別
的

取
り
扱
い
の
禁
止
】

　
行
政
機
関
な
ど
と
事
業
者

が
、
障
が
い
の
あ
る
人
に
対

し
て
正
当
な
理
由
な
く
、
障

が
い
を
理
由
に
差
別
す
る
こ

と
を
禁
止
し
て
い
ま
す
。

【
合
理
的
配
慮
の提

供
】

　
行
政
機
関
な
ど
と
事
業

者
に
対
し
て
、
障
が
い
の

あ
る
人
か
ら
、
社
会
の
中

に
あ
る
バ
リ
ア
を
取
り
除

く
た
め
に
何
ら
か
の
助
け

を
求
め
る
意
思
が
伝
え
ら

れ
た
と
き
、
負
担
が
重
す

ぎ
な
い
範
囲
で
対
応
す
る

こ
と
（
事
業
者
は
努
力
義

務
）
を
求
め
て
い
ま
す
。

■
問
い
合
わ
せ
先

　
福
祉
課
障
害
者
福
祉
係

☎
（
36
）
３
１
３
５

FAX
（
36
）
５
８
５
６

法
律
で
は
、

次
の
こ
と
が
規
定

さ
れ
て
い
ま
す

メ
イ
ト
ム
宗
像
ス

モ
ー
ル
オ
フ
ィ
ス
平
成

29
年
度
利
用
団
体
募
集


